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2） 説明看板について
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①土台天端の施設配置について

○下流側の現況坂路は存置し、土台の構築を行う。天端には常夜灯本体、転落防護柵、看板を設置する。

○常夜灯の設置位置は、坂路のブロック積の上部を避け、常夜灯の周りは80cm以上（1.0mを基本）の通路幅を確保した。

○説明看板は、旧九蟠港常夜灯の歴史等を伝えることが目的であるため、その配置位置は、周辺構造物との影響を考慮しなが
ら、一対である常夜灯と吉井川の景観を大きく損なわないように配慮する。

＜天端の施設配置について＞
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①土台天端の施設配置について
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＜看板配置ケースごとのイメージ＞

・常夜灯の正面と向きを合わせた案。

・土台の奥に入って、看板を見る必要があるが、入口と

なる坂路や堤防天端から見たときに、一対である常夜

灯と吉井川の景観を遮らない。

①
・土台の奥に入って、看板を見る必要がある。

・入口から見たときに、常夜灯で極力隠れる位置にする

ことで、常夜灯と吉井川の景観を遮らない用にした案。

・ただし、堤防天端から見たときには表示面が大きく目

立つ。

②

③
④

・入口付近で、基礎下面に異物となる構造物（土以外）

が極力入らないようにし、常夜灯から80cm程度の通路

幅を確保した案。

・常夜灯の正面を、引いた位置から見ることができない。

・看板の表示面（表裏）を協議する必要がある。

・入口付近で、常夜灯から80cm程度の通路幅を確保した案。

・土台の構造上80cmを確保するには、これより奥への配置

はできない。看板基礎下面に異物となるブロック積（土以

外）がある位置への配置となるため、構造的には課題が

ある。

・来訪者には、入り口から最も視認しやすい位置である。



○看板の構造は、縦型で支柱が丈夫なもの（石材までは不要）とし、表示面は消えにくい材質のものを採用する。

販売されている看板は、構造計算により基準を満足する支柱を有したものであるため製品による強度の差違はない。
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②説明看板の対応策について

＜表示面のタイプ＞
事例1 標準タイプ（支柱材質アルミ）

道路標識設置基準に準拠して、構造計算を実施するため必要な強度を有
するものとなっている。外観では事例2の支柱が太い。 このほか、他社製品も多数あるため、この限りではない。

事例2 支柱周りに樹脂加工あり

印刷面の加工

メンテナンス

・定期的な水洗いと乾拭き（年3～4回）が必要である。

（設置箇所の環境条件・自然環境下では経年変化は避けられない。）

＜支柱のタイプ＞

支 柱：アルミ押出形材/着色アルマイト(ダークブラウン)＋ツヤ消しクリア塗装
表示板：アルミ樹脂積層複合板
枠 材：アルミ押出形材/着色アルマイト(ダークブラウン)＋ツヤ消しクリア塗装



○文面は、横書きで英語表記は無いものとし、解体前や過去の九蟠港の写真を掲載する。

○また、位置情報や旧九蟠港常夜灯以外の吉井川下流沿川の常夜灯群の情報が取得できるQRコードを掲載する。
○記載内容については、地元関係者で精査いただき、決定する記載内容によって看板寸法を調整する必要があるため、土台の
工事前までに関係者で決定する。
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③説明看板の記載内容

看板の記載内容（案） 赤下線箇所は、第1回協議会から追加した箇所である。

西大寺活性化
協議会より


